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１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

（１）山形市コミュニティバス高瀬線の運行内容変更について 資料１ 

 

４ 報告事項 

  （１）山形市地域公共交通計画の取組について 資料２～資料５ 

 

５ その他 

 

６ 閉  会 
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と認める者
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1. 協議事項の概要 

対象路線 コミュニティバス⾼瀬線（紅花バス） 
協議内容 運⾏経路の変更及び停留所の追加 
新設理由 運⾏経路及び停留所を追加することにより、近隣住⺠の移動⼿段を確保するため。 

検討経緯 

令和 3 年 7 ⽉ 
 
令和４年８⽉〜９⽉ 

９⽉ 
 
９⽉ 
１０⽉ 

 
 
     １１⽉ 

１２⽉ 
令和５年２⽉〜 

４⽉１日 

・⾼瀬地区よりコミュニティバス⾼瀬線を下蔦の⽊町内経由とする運⾏経路とす
ることについて要望 

・下蔦の⽊町内会全世帯へアンケート調査を実施（利⽤ニーズの確認） 
・コミュニティバス⾼瀬線利⽤者へアンケート調査を実施（経路変更に伴う運⾏

時間延⻑についての意向確認） 
・公安委員会と意⾒交換 
・⾼瀬地区コミュニティバス運⾏協議会※にて承認 
 ※コミュニティバス⾼瀬線の運⾏内容や利便性向上に関して協議することを 

⽬的に、⾼瀬地区振興会、町内会⻑及び⼩中学校等から構成 
・地域公共交通会議（本日） 
・運⾏事業者の選定 
・運⾏内容の周知 
・新たな運⾏内容での運⾏開始 

 
2. 変更後のコミュニティバス⾼瀬線（紅花バス）の概要                      ※下線部は変更点 

ルート 別紙のとおり（⼀部経路追加及び廃⽌）  
運⾏距離 通学便 7.3㎞１便36.3㎞（1.6㎞増）３便22.8㎞（1.6㎞増）4便36.3㎞（1.6㎞増） 
停留所数 ２９箇所（1 か所増）（別紙のとおり） 

⾃由乗降 

「⾼沢」停留所〜「法伝寺前」停留所付近（別紙のとおり） 
 【追加】新たに追加した経路 【廃⽌】経路変更に伴い廃⽌する経路 
※交通量の多い⼀部の道路を除く 
※交通量の多い交差点の５メートル以内の区間については⾃由乗降できない区間とする。 

運⾏日 ⽉〜⾦曜日 （12/29~1/3、祝日を除く） 

運⾏⾞両 

通常便︓特定⼤型⾞（乗⾞定員 10 名） 
増発便（定員を超える乗⾞があった場合）︓⼩型⾞（乗⾞定員 5 名以下） 
⾞両の定期点検及び事故・故障時︓特定⼤型⾞（乗⾞定員 10 名）または⼩型⾞（乗⾞定員
5 名以下） 

運⾏本数 ５便  午前 7 時４０分〜午後５時４０分 
所要時間 通学便２０分 １便 111 分（５分増）２便 31 分 ３便 108 分 ４便 108 分 

運賃 1 乗⾞ ⼤⼈(中学⽣以上) 200 円、 ⼩学⽣ 100 円、 未就学児 無料 障がい者等 100 円 
運⾏事業者 未定（プロポーザル⽅式にて運⾏事業者を選定。）  

備考 
・道路運送法第４条に基づく⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業。 
・⾃由乗降区間の追加に関して、交通上の問題がないか公安委員会と協議を⾏ったところ、⽀障はな
いとの意⾒を得ている。 

資料１ 

コミュニティバス⾼瀬線（紅花バス） の運⾏内容変更について 



 
 
 

別紙 

至 べにばなトンネル 

【追加区間】1.7 ㎞ 

【廃止区間】103m 

          既存バス停 

新規バス停 

現在の運行ルート 
             新たに運行を予定しているルート 

             運行ルートの変更により廃止する 

ルート 

※いずれも自由乗降区間 

 

【新規バス停】下蔦ノ木公民館前停

新規バス停追加場所 

※R1.9 月までバス停が設置されていた場所に設置 
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山形市地域公共交通計画に基づくモデル事業の進捗について 

 

１ 金井地区 
① 事業の検討経過 

金井地区西部においては一部を除き路線バスが運行しておらず、また、地区内にある東金井駅

からも距離があり、特に高齢者の移動手段の確保が必要であったことから、金井地区西部の高齢

者をターゲットとしたモデル事業の検討を進めてきた。 

検討を進めるなかで判明した、地区の特性に対応する運行形態として、メーター料金で運行す

るタクシーを活用したモデル事業を実施している。 

 

② 運行内容 

名称 金井地区モデル事業実証運行 ※愛称：かなみちゃんタクシー 

対象者 
金井地区西部（吉野宿、鮨洗、陣場新田、東志戸田、志戸田）在住で 65 歳以上

の方 

運行形態 

一般乗用旅客自動車運送事業 

※メーター料金の一部（一定料金）を運賃として利用者が支払い、差額を市が負担

する。 

※「利用できる施設」を複数箇所選定し、自宅と「利用できる施設」間の運行のみ

を行う。 

運行事業者 市内法人事業者（全 11社）  

運行車両 小型タクシー（定員 5 名以下） 

運行日 月～金（土日・祝日を除く）    

運行時間 午前 8時～午後 4 時 

運行回数 予約に応じて運行 

運賃 500 円（片道） 

運行期間 令和 4年 7月 11 日～令和 4年 11 月 30 日 

利用方法 
事前に利用登録を行う。 

利用する際は、事前に電話で予約する。（日時や乗り降りする場所等を伝える。） 

利用条件 

・乗り場若しくはおり場のいずれかが自宅である必要がある。 

・1 回の利用で「利用できる施設」間を運行することはできない 

・同じ町内会の利用登録者同士で相乗りが可能。 

※相乗り時、別紙「利用できる施設」は同じである必要があるが、利用登録者

それぞれの自宅で乗車・降車が可能。 

行先 別紙１のとおり 

 

 ③ 実績 

 

  

資料３ 

運⾏便数 延べ利⽤者数 実利⽤者数 総メーター料⾦ 利⽤料⾦ 市負担額 通院 買物 その他

７⽉（11日〜） 25便 35⼈ 15⼈ 31,540円 12,500円 19,040円 14便 7便 4便

８⽉ 25便 25⼈ 9⼈ 34,060円 12,500円 21,560円 18便 7便 0便

９⽉ 31便 34⼈ 15⼈ 39,160円 15,500円 23,660円 27便 4便 0便

１０⽉
※１４日時点 6便 8⼈ 5⼈ 7,800円 3,000円 4,800円 6便 0便 0便

合計 87便 102⼈ 28⼈ 112,560円 43,500円 69,060円 65便 18便 4便

※⾏先は⾃宅→⽬的地、⽬的地→⾃宅両⽅を含む

※実利⽤者数の合計は各⽉の実績の合計額とは⼀致しない

⾏先経費
令和４年度

運⾏実績



２ 村木沢地区 
① 事業の検討経過 

村木沢地区において、路線バス空白地域における住民の交通手段を確保するため、住民アンケ

ートを実施した。また、社会福祉協議会、地域の福祉協力員と移動に困っている方を把握するた

め福祉マップを作成した。アンケートと福祉マップから対象地域と目的地を選定しモデル事業

の検討を進めてきた。 

地区特性に対応する運行形態として、近隣の通院・買物に対応した定時定路線型のモデル事業

を実施している。 

 

② 運行内容   

名称 村木沢地区モデル事業実証運行  ※愛称：あじさいバス 

対象者 制限なし ※主に村木沢地区の高齢者がターゲット 

運行形態 一般乗合旅客自動車運送（定時定路線） 

運行事業者 八千代交通株式会社 

運行車両 

通常便： 特定大型車（乗車定員 10 名） 

増発便（定員を超える乗車があった場合）： 小型車（乗車定員 5 名以下） 

車両の定期点検及び事故・故障時： 特定大型車（乗車定員 10 名）または 

小型車（乗車定員 5 名以下） 

運行日 毎週水曜日（ただし年末年始、祝日は運休）    

運行本数 6 便  午前 7 時台～午後 1 時台 

所要時間 約 50 分 

運賃 

1 乗車 大人(中学生以上) 200 円 

小学生 100 円 

未就学児 無料 

障がい者等(※) 100 円 

※ 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を提示

した者（介助の同行者１名までを含む）、車椅子利用者（介助の同行者２名まで

を含む）は、上記運賃の半額（１０円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り上げた額）とする。 

運行期間 令和 4年 9月 7日（水）～令和 5年 3月 29 日（水） 

運行ルート 別紙 2のとおり 

運行距離 約 15km 

停留所数 7 箇所（別紙 2 のとおり） 

自由乗降 

悪戸地区～若木地区（別紙 2 のとおり） 
※交通量の多い一部の道路を除く 

※交通量の多い交差点の 5 メートル以内の区間については自由乗降できない区

間とする。 

 

③ 利用実績 

 日数 
利用者 運行経費 

運賃収入 増発便数  1日あたり

(人) 

1 便あた

り(人) 

9 月 4 79 111,100 6,400 1  19.8 3.3 

10 月 4 57 94,600 7,100 0  14.3 2.4 

合計 8 136 205,700 13,500 1  17.0 2.8 

 

 

 

 

 



３ 楯山地区 
① 事業の検討経過 

楯山地区の移動ニーズ等を把握するため、地区の全世帯を対象としたアンケートを実施した。

この結果や福祉マップから見えた移動困難者の実態等を踏まえながら、新しい公共交通の目的

地をスーパー（各町内会から行けるスーパーは１店舗に限定）や、交通結節点として地区内にあ

る楯山駅とすることで仙山線の利用と市街地への外出を促進する。 

ただし、楯山地区内の風間町内会及び青野町内会については、町内を路線バスが運行している

ことから、新しい公共交通を導入する前に既存の路線バスの利活用についてバス事業者及び地

区検討会組織にて検討することとし、実証実験については十文字町内会、新開町内会、青柳町内

会の３町内会で行うことで検討・調整を行っている。 

 

② アンケート結果 

  買物先は、ヨークベニマル落合店、ヤマザワ漆山店が多い。 

  通院先は、総合病院では済生館、県立中央病院、東北中央病院が多く、個人病院では地区

内の安孫子内科医院や近隣地区の伊沢内科胃腸科医院、深瀬内科医院などが多い。 

  移動に困っているのは 65 歳以上が多い。 

  移動に困っている方で地区内の鉄道駅（楯山駅・南出羽駅）を 1ヶ月に 1回以上利用して

いると回答した方が約 2割。どんな環境が整えば鉄道を利用するかについては、「そもそ

も鉄道を利用する必要がない」という回答が約 3.5 割で最も多く、次いで「駅付近への駐

車場や駐輪場の整備」、「バスやタクシー等による自宅付近と駅との送迎サービス」とい

う回答が多かった。 

 

③ スケジュール 

令和４年度 継続検討 

令和５年度 実証実験（予定） 

 

４ 滝山地区 
① 事業の検討経過 

  国道１３号東側の地域にあった商業施設や銀行などの都市機能の多くが撤退したことから、滝

山地区住民全世代において、通院や買い物のための新たな公共交通が求められている。都市機能

が集積している地区と滝山地区などを結ぶ運行経路を想定し、南部循環バスの導入に向けて検討

を進めている。 

  検討会（国道 13号東側町内会長など）での検討。 

  地区住民と東北芸術工科大学の学生（芸工大生）を対象にアンケートを実施。 

  福祉関係者や芸工大生との意見交換を実施。 

 

② アンケート結果   
⑴ 滝山地区住民アンケート（R3.9 月実施） 

  高齢者を中心に「買い物」「通院」「金融機関」を目的とした需要が高い。 

  特にヤマザワ松見町店、マックスバリュ青田店、イオンモール山形南を目的地とした利

用希望が多い。 

  ⑵ 芸工大生アンケート（R3.10 月実施） 

  回答者の８割以上が利用したいと回答。 

  目的の多くは「買い物」「外食」で、イオンモール山形南を目的地とした利用希望が多

い。 

 

③ スケジュール 

令和４年度 継続検討 

令和５年度 運行実験（予定） 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 対象となる区域 
対象区域は、山形市の全域とする。 

ただし、山形連携中枢都市圏（山形連携中枢都市圏ビジョン）、仙山

生活圏（仙山圏交通網の充実に向けた仙山線の利用促進及び利便性向
上プロジェクト）などの広域的な連携についても検討する。 

取り組み期間 
期間は、令和 4（2022）年度から令和 8（2026）年度までの 5 年間とする。 

なお、社会情勢の変化や関連する法令・制度の変更、上位・関連計画の見直しなどによっ

て、新たな対応が生じた場合は、必要に応じて見直しを検討する。 

対象となる移動手段 
鉄道・バス・タクシー等の公共交通を基本としつつ、

福祉輸送や民間送迎サービス、カーシェア・シェアサイ

クル・マイカーなどとの連携・役割分担も含めて取り扱
う。 

はじめに 

MaaS とは 
MaaS（Mobility as a Service）とは、

モビリティのサービス化のこと。 

国土交通省の日本版 MaaS では、一人

ひとりの移動ニーズに対応して、複数

の公共交通やそれ以外の交通手段を最

適に組み合わせて検索・予約・決済等を

一括で行い、観光や医療等の目的地に

おける交通以外のサービス等との連携

により、移動環境向上や地域の課題解

決にも資する重要な手段としている。 

本市では、公共交通のマスタープラ

ンである『山形市地域公共交通計画（令

和 3 年 3 月策定』に基づき、様々な移

動手段を本 MaaS によって１つに束ね、

移動目的と結びつけることで、本市が

抱える課題の解決を図る。さらに「山形

県地域公共交通プラットフォーム」や

「交通系 IC カード」等、公共交通の ICT

を活用しながらデータとシステムの整

備を段階的に行い、多くの市民や来訪

者の移動環境の向上を目指す。 

 

山形市における MaaS の現状 
本市では、令和 3 年度から MaaS 導入

に関する勉強会や検討会を開催し、庁

内関係部署に加え、交通事業者や国、県

からも参加いただきながら具体的な検

討を開始している。また、山形県におい

て、県内市町村や交通事業者と協働で

令和 2 年度から「山形県地域公共交通

情報基盤」を整備しており、本市で運行

しているコミュニティバス等の路線情

報をオープンデータ化している。近隣

の仙台市では「仙台 MaaS」の運用を令

和 3 年度から開始している。 

導入方針の役割 
導入方針では、まち

づくり（都市計画、福

祉、観光など）との一

体性を確保しながら、

MaaS 導入の方向性（課

題、解決策）と実現の

ための具体的な取り組

みを示している。 

山形市 MaaS 
導入方針 
概要版 

MaaS 導入によ
って解決する課
題や目指す姿・
目標を明らかに
する 

期間内に実施す
べき事業の方向
性や取り組みを
示す 

事業の推進体制
や推進方法を示
す 

１ ２ ３ 
【導入方針の 3 つの役割】 

MaaS の課題と将来像 

課題 
山形市の公共交通の現状と方向性を踏ま

え、本市における MaaS 導入に向けた課題に

ついて、①プラットフォーム、②公共交通サ

ービス、③生活・観光サービス、④広域連携

の４つの分野に分けて整理した。 

ターゲット 
山形市で暮らす・訪れる全ての人を対象とするが、利用者のニーズごとに適したサー

ビスを提供する。 

（市民：高齢者、学生、子育て世代、ビジネスなど 来訪者：観光客、学生、ビジネスなど） 

④ 広域連携 
③ 生活・観光サービス
② 公共交通サービス 
① プラットフォーム 

山形市 MaaS の将来像 
以上を踏まえて、山形市 MaaS の将来像は以下のように定める。 

なお、この目指す姿は、山形市地域公共交通計画が定める「公共交通ネットワーク

ビジョン」と同様に、約 15 年後を展望したものである。 

2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7

山形市

地域公共交通計画

山形市

Ma a S 導入方針

2 0 2 1 ～2 0 2 5

将来像：約1 5 年後を展望

事業：５年間で優先的に実施すべき取り組み

2 0 2 6 ～

2 0 2 ２～2 0 2 ６ 2 0 2 7 ～

MaaS 導入の目的 
本市の公共交通を取り巻く状況として、「高齢者などの不安と多様なニーズへの対応」、「利

用が伸びない公共交通サービス」、「日常生活における自家用車の多用」といった様々な課題
を抱えている。 

特に、自家用車の多用によりさらに低下が懸念される公共交通サービスへの迅速な対応の

ほか、自家用車の運転が困難な高齢者（免許返納者）の買い物や通院といった日常生活にお
ける移動や、自家用車などの移動手段を持たない学生の通学などにおける移動に対する、多

様な移動手段の確保と移動サービスの充実が必要である。 

このような課題に対応するため、既存の公共交通サービスと ICT 等の新技術を活用した新
しい交通サービスを連携し、多様な交通手段の選択を可能とする「MaaS」を導入することで、

「自家用車に頼らなくても誰もが快適に移動できる環境の構築」を目指すもの。 

福祉輸送

施設送迎

路線バス

循環バス

鉄道

タクシー

仙山
連携

自家用車に
頼りすぎない
生活や移動の

提案

市内での生
活利便性の

向上

高齢者の
健康寿命の

延伸

安心な
子育て環境

の創出

周辺市町と
の交流促進

魅力周知と
交流人口の

促進

公共交通と
適切な連携

限りある
サービスの
有効活用

中心市街地
の利便性
の向上

中心市街地
のアクセス
性の向上郊外の交通

モデル事業
と連動

広域移動の
維持・確保

鉄道駅から
住宅地まで
の移動確保 高齢者等の

外出機会の
創出

公共交通と
観光周遊
プランの

連携

商業・医療・
福祉施設
サービスの

創出

移動の選択
肢の自由度

の向上

施設独自の
送迎サービ
スと連携

＊村山地域の
広域Maa S など

シェア
サービス

他の
MaaS

他の
アプリ

地域経済の
活性化を

促進

村山
地域

＊仙台Ma aS
との連携

中心市街地
への移住・
定住を促進

コミュニ
ティバス

山形県地域公共交通
プラットフォーム

データを自動で蓄積 サービスを提供
連携

山形市Ma a S プラ ッ ト フ ォ ーム

データ 管理・ 標準化・ 分析・ 活用

山形市地域
公共交通計画

整合性
の確保
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先行トライアル事業 
市民の様々な移動を支えることを目的に、「スマ－トフォン・イン

ターネットへの親和性」や「公共交通の利用ニーズ」の高い若者をメ

インターゲットとしつつ、高齢者や子育て世帯なども対象とし、本市

が運行するコミュニティバスと路線バス、大学スクールバスと連携す

ることなどで市内の移動利便性と回遊性を高めることをメインの取

り組みとする。加えて、補足的な取り組みとして、シェアサイクルに

よる中心部の細やかな移動手段の提供を検討する。また、移動だけで

なく、市内の商業施設等の活性化を目的として、利用者に買物時の特

典を付与することも検討する。 

将来像（目指す姿）の実現に向けて以下のような取り組み事業を行う。 

本市における MaaS 導入の第一段階として、早期に着手できる取り組みを先行トライアル事業として位置付け、検証を行いながら次年度以降の対象・分野拡大

を目指す。 

 

推進体制・今後の進め方 具体的な取り組みとスケジュール 

 
取り組みのステップ 

事業の推進にあたっては、下図に示す取り組みのステップに沿

って早期に着手可能なものから順次実施するものとし、評価・検

証・見直しを行いながら取り組みを拡大する。 

 

コンソーシアムの設立 
山形市 MaaS を効果的かつ効率的に提供・運営するため、公共交

通（静的・動的データおよび予約・決済データ）を主として議論を

行うコンソーシアムを設立する。コンソーシアムは、導入方針の

策定に関わったコアメンバーを中心として、必要に応じ他のメン

バー（関係課・ICT 企業・経路検索事業者・交通以外サービスなど）

を加えながら、施策の実施体制を整える。 

なお、本導入方針全体の達成目標については、上位計画である

「山形市地域公共交通計画」に準ずるものとするが、事業の評価・

検証を行うため、各事業の事業計画において実施目的を整理する

とともに、導入効果・目標の設定を行う。 

＊短期間で実施

短い期間での検証・見直しを繰り返しながら、束ねる移動手段・エリア・分野の拡大

早期に着手できる小さな取り組みから実施（先行トライアル事業）

評価・検証 見直し

先行トライアル事業の本格化および拡大展開

評価・検証見直し 評価・検証 見直し

ステップ１

ステップ２

先行トライアル事業

①路線バスとベニちゃんバスの連携による一般向け事業

②スクールバスとベニちゃんバスの連携による学生向け事業
シェアサイクル

路線バス ベニちゃんバス

スクールバス ベニちゃんバス

買物特典

買物特典

交通施策とも適切に連携

NO. 分野 施策 具体的な取り 組み タ ーゲッ ト １ 年目 ２ 年目 ３ 年目 ４ 年目 ５ 年目 中長期

1

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

① 山 形 市 Maa S プ

ラ ッ ト フ ォ ーム ・

ア プリ の整備

・ 山形市Ma a Sアプリ ・ プラ ッ ト フォ ームの基盤作成

・ 山形市Ma a Sアプリ のカスタ マイ ズ

・ データ 整備

ー
・ 山 形 市 Maa S ア プ
リ ・ プラ ッ ト フ ォ ーム
の基盤作成

②山形県地域公共交

通情報共有基盤と

の連携

・ AIによ る 効率的な経路検索・ 空車時間の有効活用

・ 「 山形県地域公共交通プラ ッ ト フォ ーム」 におけ

る オープン データ を活用し たデジタ ルサイ ネージ等

のバス 案内

ー

・ 「 山形県地域公共交通プ

ラ ッ ト フ ォ ーム 」 における

オープン データ を 活用し た

デジ タ ルサイ ネージ 等のバ

ス 案内

③ 交通系ICカ ード

の利用拡大

・ 地域連携ICカード の導入・ 利用促進・ 拡大

・ ODデータ の取得・ 分析・ 活用
ー

・ 地域連携ICカード の
導入
・ ODデータ の取得

2

交
通
サ
ー
ビ
ス

①中心市街地の更な

る 利便性向上

・ コ ミ ュ ニティ バス と 路線バスと タ ク シー等と の連

携チケッ ト の発行
すべて

・ コ ミ ュ ニティ バス と
路線バス と の連携

・ コ ミ ュ ニティ バス と
タ ク シーと の連携
・ コ ミ ュ ニティ バス と
空港シャ ト ルバス と の
連携

②シェ アサービス の

導入

・ シェ アサイ ク ルの導入

・ カーシェ アと の連携

・ シェ アサービ ス と バス等と の連携チケッ ト の発行

すべて
・ シェ アサイ ク ルの導
入

・ カーシェ アと の連携
・ シェ ア サービ ス と バス 等と

の連携チケッ ト の発行

③新たな公共交通と

の連携

・ 公共交通モデル事業と の連携

・ AIオンデマン ド 交通の導入

・ 自動運転の導入

山形市民
・ 公共交通モデル事業
と の連携

・ 自動運転の実証運行

④タ ク シーを 活用し

た 様々な移動手段

の確保

・ 相乗り タ ク シーの運行シス テム 構築

（ 予約・ 利用者マッ チング等）

山形市民
（ 郊外在住）

・ 相乗り タ ク シーの運
行シス テム構築

⑤広域の利便性向上 ・ 鉄道と 高速バス と の連携チケッ ト の発行 すべて

・ 鉄道と 高速バス の相互利用

チケッ ト の発行

・ 高速道路と の連携

3

生
活
・
観
光
サ
ー
ビ
ス

①施設サービ ス や居

住地、 駐車場と の

連携

・ 施設で利用可能な割引ポイ ント ・ ク ーポンの発行

・ ス ク ールバス と コ ミ ュ ニティ バス 等と の連携

・ ス ク ールバス のオープンデータ 化

・ 商業施設送迎バス のオープンデータ 化

・ 病院送迎バス のオープンデータ 化

・ グリ ーンス ロ ーモビ リ ティ の導入

・ 駐車場、 高速道路と の連携

すべて

・ 施設で利用可能な割
引ポイ ント ・ ク ーポン
の発行
・ ス ク ールバス と コ
ミ ュ ニティ バス 等と の
連携
・ ス ク ールバス のオー
プンデータ 化

・ 商業施設送迎バス の
オープンデータ 化

・ 病院送迎バ ス の オ ープ ン

データ 化

・ グ リ ーン ス ロ ーモビ リ ティ

の導入

・ 駐車場と の連携

②健康アプリ と の連

携

・ ICシルバー定期券のデータ 分析

・ SUKSK健康アプリ と の連携

山形市民
（ 高齢者）

・ SUKSK健康アプリ と の連携

③観光資源・ 観光事

業者と の連携

・ AI動向分析によ る モデルコ ース の提案

・ 観光ガイ ド のオンラ イ ン化

・ 観戦・ 鑑賞と 交通サービ ス の連携チケッ ト の発行

・ アプリ ケーショ ンの多言語化

観光客等
・ AI動向分析によ る モ
デルコ ース の提案

・ 観光ガイ ド のオンラ
イ ン化

・ 観戦・ 鑑賞と 交通
サービス の連携チケッ
ト の発行

・ ア プリ ケ ーショ ン の多言語

化

4

広
域
連
携

①仙台市と の連携

・ 仙台Ma aSと の連携

・ 仙山圏交通網の充実に向けた仙山線の利用促進及

び利便性向上プロ ジェ ク ト と の連携

すべて ・ 仙台Ma aSと の連携

・ 仙山圏交通網の充実に向け

た 仙山線の利用促進及び利

便性向上プロ ジ ェ ク ト と の

連携

②村山地域（ 6 市7

町） と の連携

・ 山形県地域公共交通計画と の連携

・ 連携中枢都市圏の取り 組みと 連携

山形市民
村山地方住民

・ 連携中枢都市圏の取り 組み

と 連携

③その他Maa S と の

相互連携

・ JAL Ma a Sと の連携

・ TOHOKU Ma a S（ JR東日本） と の連携

山形市民
観光客等

・ J AL Ma a Sと の連携
・ TOHOKU Ma a Sと の
連携

山形市Ma a Sアプリ のカス タ マイ ズ（ 随時対応）

地域連携ICカード の利用促進・ 拡大（ 随時対応）

ODデータ の分析・ 活用（ 随時対応）

AIによ る 効率的な
経路検索・ 空車時間の有効活用

山形県地域公共交通計画と の連携（ 随時対応）

AIオンデマンド の実証運行

データ 整備（ 随時対応）

ICシルバー定期券のデータ 分析（ 随時対応）

  （先行トライアル事業） 

■有識者（座長）

■交通事業者

■山形県

■山形運輸支局

コアメンバー
( 交通事業者、関係機関等)

・公共交通を中心に検討

■関係課（適宜追加）

庁内会議
・関係計画を基に連携

■講師
■IT事業者

技術支援( 講師・IT事業者)

その他関係組織
観光協会、
商工会議所 など

【事務局】 山形市企画調整課交通政策室

連携

連携

必要に
応じて
助言



山形市コミュニティサイクル導入事業について 

市⺠の⽇常利⽤や来訪者の観光利⽤など中⼼市街地を核とした移動環境の向上はもとより、脱炭
素型のライフスタイルへの転換を図るため、山形駅や山形市役所など鉄道や路線バスなどの既存公
共交通が接続する主要な交通結節点のほか、多くの人が訪れる施設や大学等にコミュニティサイク
ルを設置するもの。更に、山寺を訪れる観光客を対象として、山寺地区内の回遊性の向上を図るた
め、山寺駅付近にもサイクルポートを設置する。 

▼やまぎん県⺠ホール       
１ 事業内容 

① 車両（電動アシスト自転車）導入数 
種類：Panasonic「J コンセプト」、色：ダークリリーパープル 
台数：180 台（現在 85 台、今年度中に 95 台増車予定） 

② サイクルポート（駐輪場）設置数 
40 箇所（現在 11 箇所、今年度中に 29 箇所増加予定） 

 <サイクルポート一覧>  
・山形駅東⼝交通センター前 ・山形市役所⻄側駐輪場  
・やまがたクリエイティブシティセンターQ1 ・山形まるごと館紅の蔵  
・やまぎん県⺠ホール ・山形美術館前 ・ほっとなる広場公園 ・東北芸術⼯科大学  
・山形県庁前 ・立谷川河川公園山寺緑地 ・山形城三の丸土塁跡前 
③ 利⽤料金 

従量料金：50 円／15 分（1,600 円／24 時間上限） 
定額料金：1,000 円／⽇  

④ 利⽤期間 
１０⽉〜３⽉末までの６ヶ⽉間 R4 年度事業 

 
２ 導入スケジュール 

令和 4 年 10 ⽉ 3 ⽇〜 1 年⽬サービス開始（10 ⽉〜3 ⽉末） 
令和５年 4 ⽉ 1 ⽇〜 2 年⽬サービス開始（4 ⽉〜3 ⽉末） 

 
３ 事業者概要 

①事業者 ecobike 株式会社（APAMAN グループ） 
②運営実績 ・姫路市:H28.7〜R5.3 ・福島市:H28.4〜R5.3 ・岐⾩市:R4.1〜R8.3 
      ・つくば市:R3.5〜R6.10 ・山⼝市:R2.12〜R5.1 ・前橋市:R2.12〜R5.4 等 
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